
屋外広告業を営む方々へ

１．登録制度について

平成２３年１０月から川崎市の区域内で屋外広
告業を営まれる方は登録が必要です。

登録の有効期間は５年間です。５年ごとに更新
の手続きが必要です。

また、登録申請手数料は、新規・更新とも１万円
です。

屋外広告物条例（他都市の屋外広告物条例を
含む）に違反し、罰金に処せられて２年を経過しな
い場合などは登録できません。また、営業所ごと
に「業務主任者」を選任していなければなりませ
ん。

神奈川県 担当部署
電話番号

県土整備局環境共生都市部都市整備課
０４５－２１０－６２０９

横浜市 担当部署
電話番号

都市整備局都市づくり部都市デザイン室
０４５－６７１－２６４８

川崎市 担当部署
電話番号

建設緑政局道路管理部路政課
０４４－２００－２８１４

相模原市 担当部署
電話番号

都市建設局まちづくり計画部街づくり支援課
０４２－７６９－９２５２

横須賀市 担当部署
電話番号

都市部市街地整備景観課
０４６－８２２－８１２７

２．神奈川県知事による登録を受けた方について（片方みなし制度）

「片方みなし（特例届出）制度」とは、先に神奈川県知事による屋外広告業の登録を行い、川崎市長には所要の届
出を行えば、川崎市長による登録を行ったものとみなされる制度です。ただし、川崎市長による登録を行っても、神奈
川県知事や他都市長による登録を行ったものとはみなされませんので御注意ください。

神奈川県知事による登録を受けた屋外広告業者の方が、川崎市の区域内で屋外広告業を営まれる場合、川崎市
長に神奈川県知事による登録業者であることを所定の様式により届出することで、登録業者とみなされ市域内で営
業することができます（特例届出制度）。「特例届出」に関する手数料はありません。横浜市・相模原市・横須賀市で
も同様の制度が導入される予定です。

また、神奈川県知事の登録を更新するなどにより届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、その都度、川
崎市長へ届出が必要です。

３．業務主任者の選任について

業務主任者は、屋外広告業の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行うこととされ、営業所ごとに選任し
なければなりません。
次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になることができます。

・屋外広告士
・全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
（平成２３年１０月以前に受講された講習会の修了証書は、引き続き有効です。）

・職業能力開発促進法に基づく広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者若しくは職業訓練修了者、または広告
美術仕上げに係る技能検定合格者

４．お問い合わせ先

川崎市長による登録または特例届出の手続き等の詳細については、川崎市建設緑政局路政課（℡：０４４－２００
－２８１４）までお問い合わせください。

また、神奈川県知事による登録の手続き等の詳細については神奈川県県土整備局環境共生都市部都市整備課
（℡：０４５－２１０－６２０９）へお問い合わせください。

１ ２

３

神奈川県内における屋外広告業の登録・片方みなし制度届出の窓口

※神奈川県には片方みなし制度はありません。



５．登録手続きについて

「屋外広告業登録申請書」に記入、捺印の上、窓口にて提出してください。なお、当日窓口でお渡しする納付書
を使って、指定の金融機関で登録手数料（１万円）を納付していただきます。そのため、受付時間は午前中に限
らせていただいておりますので、御注意ください。郵送での受付は不可とします。

●添付書類

（１）登録申請者と役員（法人の場合のみ）及び法定代理人（未成年者のみ）が、登録の拒否事由に該当してい
ないことを誓約する書面
（２）登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
（３）登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し又はこれに代わる書面

（４）登録申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面及
び当該登録申請者の法定代理人であることを証する書面

（５）登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第３
１条第１項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

６．特例届出手続きについて

「特例屋外広告業届」に記入の上、提出してください。郵送での受付も可とします。

●添付書類
（１）神奈川県知事の登録を受けたことを証する書面（登録通知書の写し）
（２）神奈川県に登録の際、提出した登録申請書一式の写し（添付書類含む）
（３）神奈川県に登録事項の変更をした場合は、登録事項の変更の届出に係る書類一式の写し（添付書類含む）

（４）営業所ごとに選任する業務主任者が神奈川県に登録している業務主任者と異なる場合は、業務主任者の住民
票の写し又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第３１条第１項各号のいずれかに該当する者であるこ
とを証する書面

７．標識の掲示義務について

営業所ごとに、登録業者の場合は「屋外広告業者登録票」、特例届出業者の場合は「特例屋外広告業者届出票」
を作成し、標識として掲げなければなりません。標識の掲示内容等については、屋外広告物条例施行規則の様式
を参照してください。

８．帳簿の備付け義務について
広告物等の契約ごとに、次に掲げる事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。
帳簿は、事業年度の末日で閉鎖し、その後５年間は保存してください。
次の事項が記載されていれば、様式は問いません。

●帳簿記載事項
（１）発注者の名称又は氏名及び住所
（２）広告物等の設置場所
（３）広告物等の名称又は種類及び数量
（４）広告物等を表示し、又は設置した年月日
（５）請負金額

９．登録事項又は届出事項変更の届出について

登録事項に変更がある場合は、変更のあった日から３０日以内に「屋外広告業登録事項変更届」を提出して、変
更の届出をしなければなりません。

届出事項に変更がある場合は、「特例屋外広告業届出事項変更届」を提出して、変更の届出をする必要がありま
す。
添付書類は、各変更事項に対応した書類となります。



１１．屋外広告業者登録簿、特例屋外広告業者届出簿について

１２．罰則等について

登録業者は「屋外広告業者登録簿」に、特例届出業者は「特例屋外広告業者届出簿」に所定の事項が記載され、
一般の閲覧に供されます。閲覧場所は、川崎市建設緑政局道路管理部路政課です。

登録を受けずに屋外広告業を営んだり、不正な手段により登録を受けるなどして屋外広告物法に基づく屋外広告
物条例（他の自治体が制定した屋外広告物条例を含む）に違反したときは、登録の取消しや営業停止、罰金に処せ
られることがあります。

１３．経過措置について

平成２３年９月３０日までに、川崎市屋外広告物条例の規定による屋外広告業の届出を行っている業者は、平成
２３年１０月１日以降も登録を受けずに又は特例届出をせずに１年間は屋外広告業を営むことができます。平成２４
年９月３０日までに登録手続き又は特例届出手続きを済ませていただきますようお願いします。

１０．廃業等の届出について

川崎市内において、屋外広告業を廃業した場合、届出が必要となります。なお、届出の義務者は条例第２８条第１
項各号に定める者となります。

様式につきまして、登録業者は「屋外広告業廃業等届」、特例届出業者は「特例屋外広告業廃業等届」を使用して
ください。


